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調査設計業務設計単価表について 
 
 
 
 
１ 「調査設計業務設計単価表」（以下、「単価表」という。）は、三重県県土整備部、

農林水産部、環境生活部及び企業庁が発注する調査設計業務の積算に用いる主要な

材料等の設計単価一覧表です。 
 
 
２ 物価資料掲載単価を引用した単価については、以下のとおり掲載します。 

・ 建設物価調査会発行の「建設物価」等･･･ 「物価資料発行月」 
・ 経済調査会発行の「積算資料」等･･･ 「物価資料発行月」 
・ 建設物価調査会発行の「土木コスト情報」･･･ 「物価資料発行月(季節)」 
・ 経済調査会発行の「土木施工単価」･･･ 「物価資料発行月(季節)」 

 
 
３ 市場のなかで取引数量が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区

があります。これらについては、「単価表」の中では「＊」が表示してあります。 
 
 
４ 設計材料単価の更新は、４月及び１１月の年２回を基本としていますが、価格の変

動が著しい場合は、適宜調査を実施し更新します。なお、更新があった場合には、

そのページのみ掲載しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【調査設計業務設計単価表における留意点】 
 

調査設計業務設計単価表で物価資料○○月と表記しているものについては、

物価資料に掲載されている価格を採用しています。 

 

 ・物価資料による単価の設定方法（標準単価以外） 

物価資料に掲載されている価格の平均値を採用します。ただし、一つの物価

資料にしか掲載のないものについては、その資料を用いています。 

平均値については、物価資料による場合は物価資料（「建設物価」、「積算

資料」等）単価の有効桁の大きい方の桁を決定額の有効桁とします。ただし、

大きい方の有効桁が３桁未満のときは、決定額の有効桁は３桁とします。 

 

 

 ＜例＞１）入力単価の有効桁数の大きい方を有効桁とする場合 

 建設物価 33,500円（有効桁３桁） 

 積算資料 34,000円（有効桁２桁） 

 平均額 33,750円 

→ 決定額 33,700円（有効桁３桁，４桁以降切り捨て） 

 

 ＜例＞２）入力単価の有効桁数が３桁未満のために３桁を有効桁とする場合 

 建設物価 560円（有効桁２桁） 

 積算資料 570円（有効桁２桁） 

 平均額 565円 

→ 決定額 565円（最小有効桁３桁，４桁以降切り捨て） 

 

・物価資料による単価の設定方法（標準単価） 

 物価資料に掲載されている価格の平均値（小数点第１位四捨五入）を採用し

ます。ただし、一つの物価資料にしか掲載のないものについては、その資料

を用いています。 

 

物価資料とは、（一財）建設物価調査会発行の「月刊建設物価」、「Ｗｅｂ建設

物価」、「土木コスト情報」並びに（一財）経済調査会発行の「月刊積算資料」、

「積算資料電子版」、「土木施工単価」をいいます。平成26年4月1日から「Ｗｅ

ｂ建設物価」と「積算資料電子版」を追加しています。 
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理事 45.0

技師長 45.0

主任技師 50.0

技師（A） 50.0

技師（B） 50.0

技師（C） 50.0

技師（D） 55.0

技術員 55.0

主任技術者 50.0

製図工（図工） 55.0

地質調査技師 50.0

主任地質調査員 50.0

地質調査員 55.0

測量主任技師 55.0

測量技師 55.0

測量技師補 50.0

測量助手 55.0

測量補助員 55.0

操縦士 35.0

整備士 45.0

撮影士 50.0

撮影助手 50.0

測量船操縦士 55.0

トンネル世話役 94.1

トンネル特殊工 97.0

トンネル作業員 95.4

普通作業員 88.5

軽作業員 92.2

普通船員 75.1

舟夫 75.1

注） 割増対象賃金比：基準額に占める「基本給部分＋割増の対象となる手当計」の割合

割増対象賃金比(%)職種名

設計業務委託等技術者単価の割増対象賃金比
＜平成30年3月から適用＞
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技術者の職種区分

測量主任技師 測量士で業務全般に精通するとともに複数の業務を担当する者。
また、業務の計画及び実施を担当する技術者で測量技師等を指揮、指導する者。

測量技師 測量士で測量上級主任技師又は測量主任技師の包括的指示のもとに業務の計画、実
施を担当する者。また、測量技師補又は撮影士等を指揮、指導して測量を実施する
者。

測量技師補 上記以外の測量士又は測量士補で測量技師の包括的指示のもとに計画に従い業務の
実施を担当する者。また、測量助手を指揮、指導して測量を実施する者。

測量助手 測量技師又は測量技師補の指揮、指導のもとに測量作業における難易度の高い補助
業務を担当する者。

測量補助員 測量技師、測量技師補又は測量助手の指揮、指導のもとに測量作業における補助業
務を担当する者。

操縦士 測量用写真の撮影等に使用する事業用航空機の操縦免許保有者で操縦を担当する
者整備士 一等又は二等航空整備士の免許保有者で測量用写真の撮影等に使用する航空機の整
備を担当する者。

撮影士 測量士又は測量士補で測量技師の包括的指示のもとに測量用写真の撮影業務及び航
空レーザ計測を担当する者。また、撮影助手を指揮、指導して撮影等を実施する
者。

撮影助手 撮影士の指揮、指導のもとに測量用写真の撮影の補助業務を担当する者。

測量船操縦士 水面（海面及び内水面）における、測量用船舶の操船その他の作業を担当する者。

地質調査技師 高度な技術的判定を含まない単純なボーリング作業の現場における作業を指揮、指
導する技術者で、現場責任者、現場代理人等をいう。

主任地質調査員 高度な技術的判定を含まない単純なボーリング作業の現場における機械、計器、試
験器等の操作及び観測、測定等を行う技術者をいう。

地質調査員 ボーリング作業の現場におけるボーリング機械の組立、解体、運転、保守等を行う
者をいう。

主任技術者 先例が少なく、特殊な工法や解析を伴う極めて高度あるいは専門的な業務を指導統
括する能力を有する技術者。
工学以外に社会、経済、環境等の多方面な分野にも精通し、総合的な判断力により
業務を指導、統括する能力を有する技術者。
工学や解析手法の新規開発業務を指導、統括する能力を有する技術者。

理事・技師長 複数の非定型業務を統括し、極めて高度で複合的な業務のプロジェクトマネー
ジャーを務める技術者。

主任技師 定型業務に精通し部下を指導して複数の業務を担当する。また、非定型業務を指導
し最重要部分を担当する。

技師（Ａ） 一般的な定型業務に精通するとともに高度な定型業務を複数担当する。また、上司
の指導のもとに非定型的な業務を担当する。

技師（Ｂ） 一般的な定型業務を複数担当する。また、上司の包括的指示のもとに高度な定型業
務を担当する。

技師（Ｃ） 上司の包括的指示のもとに一般的な定型業務を担当する。また、上司の指導のもと
に高度な定型業務を担当する。

技術員 上司の指導のもとに一般的な定型業務の一部を担当する。また、補助員を指導して
基礎的資料を作成する。

定型業務 ・調査項目、調査方法等が指定されており、作業量、所要工期等も明確な業務
・参考となる類似業務があり、それらをベースに応用することが可能な比較的簡易
な業務
・設計条件、計画諸元の設定等が比較的容易で、立地条件や社会条件により業務遂
行が大きく作用されない業務

非定型業務 ・調査項目、調査方法等が未定で、コンサルタントとしての経験から最適な業務計
画、設計手法等を確立して対応することが求められる業務
・比較検討のウエイトが高く、かつ新技術または高度技術と豊かな経験を要する大
規模かつ重要構造物の設計業務
・文化性、芸術性が特に重視される業務
・先例が少ないか、実験解析、特殊な観測・診断等を要する業務
・委員会運営や関係機関との調整等を要する業務
・計画から設計まで一貫した業務

なお、職種区分定義で示されてる定型業務、非定型業務については下記を参考に判断するものとする。

測量技術者

地質調査技術者

設計業務等技術者
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